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行 政 か ら の お 知 ら せ
I n f o r m a t i o n

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
ま
た
は
国
民

健
康
保
険
税
が
特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
）

の
方
は
、
４
月
か
ら　

年
度
分
の
徴
収
が

２１

始
ま
り
ま
す
。
（
平
成　

年
１
月　

日
ま
で

２１

３０

に
、
納
付
方
法
を
普
通
徴
収
に
変
更
の
手
続
き

を
し
た
方
を
除
き
ま
す
）

　

新
し
い
年
度
に
な
っ
て
し
ば
ら
く
は
、

保
険
料
の
算
定
の
基
に
な
る
市
民
税
の
課

税
、
非
課
税
の
別
や
、
所
得
金
額
が
確
定

し
な
い
た
め
、
年
間
の
保
険
料
額
を
決
定

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

こ
の
た
め
、
年
金
か
ら
保
険
料
が
天
引

き
さ
れ
る
方
は
、
４
月
・
６
月
・
８
月
分

を
仮
徴
収
と
し
、
平
成　

年
２
月
分
と
同

２１

額
が
暫
定
で
差
し
引
き
ま
す
。

月
分
以
降
で
１
年
間
分
の
調
整
を
行
い
ま
す

１０
　

ま
た
、
平
成　

年
４
月
か
ら
特
別
徴
収

２１

が
新
た
に
始
ま
る
次
の
方
に
は
、
保
険
料

（
税
）
の
「
仮
徴
収
額
決
定
通
知
書
」
を
送

り
ま
す
。

○
平
成　

年
８
月
２
日
か
ら　

月
１
日
ま

２０

１０

　

で
に
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
さ

　

れ
た
方

○
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
の
方
が
、
平

　

成　

年
８
月
２
日
か
ら　

月
１
日
ま
で

２０

１０

　

に　

歳
に
な
り
、
国
保
加
入
者
が
す
べ

６５

　

て　

歳
以
上
と
な
っ
た
国
保
世
帯

６５

特
別
徴
収
か
ら
口
座
振
替
へ
の
変
更

　

変
更
の
申
請
手
続
き
は
い
つ
で
も
で
き

ま
す
。
た
だ
し
、
特
別
徴
収
の
中
止
は
手

続
き
の
日
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
の
で
お

た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

猿
普
通
徴
収（
納
付
書
・
口
座
振
替
）の
方

は
、
６
月
か
ら
の
納
付
と
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

市
民
生
活
課　

保
険
年
金
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　

察　

−

２
１
５
９
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平
成

年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・
国
民
健
康
保
険
税

２１
特
別
徴
収
の
方
は
４
月
か
ら
仮
徴
収
が
始
ま
り
ま
す

10月

12月

 2月

4月

6月

8月
○初めて特別徴収される方は、平成19年中の所得金額等
　を基に仮の保険料を算定して、その2分の1の金額を
　徴収します。

○平成21年2月に特別徴収（年金天引き）された方はそ
　の金額と同額を徴収します。

●平成20年中の所得金額等を基に今年度の保険料を本算
　定して、すでに差し引かれた仮徴収額との差額を徴収
　します。

後期高齢者医療保険料・国民健康保険税の
年間の特別徴収（年金天引き）の方法

納付月

｝
｝

成
し
な
い
と
、
市
の
国
民
健
康
保
険
か
ら

拠
出
さ
れ
る
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
へ
の

「
支
援
金
」
が
増
額
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ

て
い
ま
す
。

（
支
援
金
は
国
保
以
外
の
各
医
療
保
険
か

ら
も
拠
出
さ
れ
て
い
ま
す
）

　

受
診
者
が
少
な
け
れ
ば
、
病
気
の
発
見

が
遅
れ
る
人
が
増
え
、
医
療
費
が
増
加
す

る
だ
け
で
な
く
、「
支
援
金
」
も
増
額
す

る
た
め
に
、
結
果
的
に
国
民
健
康
保
険
税

が
高
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
今
年
度
は

健
診
対
象
者
の
事
情
や
ニ
ー
ズ
を
把
握
し

て
受
診
率
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
ま
ず
次

の
こ
と
を
行
い
ま
す
。
受
診
率
の
向
上
は

も
と
よ
り
、
み
な
さ
ん
の
健
康
の
維
持
・

増
進
の
た
め
に
取
り
組
み
ま
す
の
で
、
ご

協
力
お
願
い
し
ま
す
。

　

平
成
20
年
度
に
多
久
市
が
40
歳
か
ら
74

歳
ま
で
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
を
対
象

に
実
施
し
た
特
定
健
診
の
受
診
率
は
37
･

8
％
と
低
い
結
果
で
し
た
。

　

国
は
平
成
25
年
ま
で
に
受
診
率
が
65
％

以
上
に
達
す
る
よ
う
に
目
標
を
定
め
、
達

特定健診・がん検診等の希望調査を実施します

　この調査は、より多くの方に希望どおり
に健診を受けてもらうための事前調査です。
調査票を、受診対象者世帯に送付します。
○特定健診では、日曜日の受診希望の有無
　をおたずねします

その後、医療機関での特定健診を実施します

　今年から県内の登録医療機関でも受診で
きるようになりました。

特定健診のスケジュール

まずは、
特定健診・がん検診等の
「希望調査票」の返信を！！

健診は病気の発見だけが目的ではな

く、自分の健康状態をチェックし、

生活習慣病などの

予防に努めること

で、医療費と保険

税が抑制できます。

４月

特定健診の案内と受診券を送付します

　40歳から74歳までの国保加入者各個人に
送付します。このときに健診の受診日や会
場などのお知らせをします。

５月
下旬

集団での特定健診を実施します

　期間中、市内のどこの会場でも受診でき
ます。夜間・休日健診日もありますので、
ぜひご利用ください。

６月～
７月

■問い合わせ　福祉健康課 健康増進係　察７５−３３５５


